
令和８年１月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和８年１月２０日（火）午後１時３０分～午後２時１１分 

 

さぬき市役所３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～１１号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第１２～１５号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１６号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１７号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１８号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第１９号） 

地域計画変更申出について 

その他 

 

2吉原博美 3眞田幸隆 4蓮井セツ子 5松岡浩二 

6池田幸嗣 8白川良一 9林 文夫 10藤井 修 

11樫村浩二 12十川隆行 13寒川孝志 14戸田修治 15長田禎二 

16細川和美 17岩澤佳宣(会長職務代理者) 18芳竹和政（会長） 

 

1山下加代子 7大塚ノブ子 

 

蓮井敏彦事務局長 松本美佳係長 山本泰平主査 

 

玉木省三副主幹 

 

猪熊正農地集積専門員 西渕健一農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご案内申し上げた定刻を少し過ぎておりますけども、令和８年１月農業委

員会定例会を開会致します。 

それでは、会長、よろしくお願いします。 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。 

令和８年の最初の委員会でございます。改めて新年のご挨拶を申し上げま

す。どうもおめでとうございます。また今年１年よろしくお願い致します。 

今年１年はもう本当に、委員も入れ替わるかもわかりませんが、この人選

でまた皆さん苦労するところもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い

致します。 

今年に入って、はや内閣が総辞職ということで、また農業関係の大臣がひ

ょっとしたら替わるかもわからん。またそうなれば農政もまた変わると。農

業もどうしてええんやら分からんようになる、そういう時代になってこよう

としております。なるべく変わらないようにお願いしたいと思う次第でござ

います。 

それでは、定例会を進めていけたらと思います。 

なお、本日提案致します案件については事前に各地区で現地確認し、調査

していただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１８名中１６名の出席で、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを宣言

致します。 

それでは、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。そ

れでは、４番 蓮井委員さん、５番 松岡委員さんにお願い致します。 

では、本日の日程にそって進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願いします。 

 

別紙Ａ４、資料１ページ、農地法第１８条第６項に基づく通知についてを

ご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、５件受理しています。 

報告第１号、第２号は農地機構を介した合意解約になります。報告第１号、

貸人、●●●●●●、●●●様、報告第２号、借人、●●●●●、●●●様、

申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●他１筆です。解約理由は貸人の

都合です。 

報告第３号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、●

●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●

●●●●●●番●他１筆です。解約理由は借人の都合です。 

報告第４号、貸人、●●、●●●●様、借人、●●、●●●●様、申請地、

●●●●●●●●番です。解約理由は譲渡のためです。 

報告第５号、貸人、●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、●

●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●番です。解約理由は借人

の都合です。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、資料２から３ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧ください。

これは使用貸借権を中途解約するもので、８件受理しています。 

報告第１号、貸人、●、●●●様、借人、●、●●●●様、申請地、●●

●●●●●●番●です。解約理由は売買のためです。 

報告第２号、貸人、●●、●●●様、借人、●●、●●●●様、申請地、

●●●●●●●●●番です。解約理由は借人の都合です。 

報告第３号、報告第４号は農地機構を介した合意解約となります。報告第

３号、貸人、●●●、●●●●様、報告第４号、借人、●●、●●●●●●

●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●番です。解約理由は貸人の都

合です。 

報告第５号、貸人、●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●●、

●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●番他１筆です。解約理

由は借人の都合です。 

報告第６号、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●●●、●●●●

様、申請地、●●●●●●●●●●●●●●番他１筆です。解約理由は貸人

の都合です。 

報告第７号、報告第８号は農地機構を介した合意解約となります。報告第

７号、貸人、●●●●●、●●●●様、報告第８号、借人、●●●●●、●

●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。解約理由

は貸人の都合です。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第１１号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

今月の 今月の３条の案件は１１件ございまして、面積は１４，３０８㎡、

１４筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明します。議案書１ページを開いてく

ださい。 

会長提出議案第１号、譲渡人、●●●●●●、●●●●●様、譲受人、●

●●●●、●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●●、台帳

地目、現況地目ともに畑、地積は１６０㎡です。譲渡人の申請事由、農業廃

止、譲受人の申請事由、新規就農です。権利は所有権の移転を伴うもので、

経営面積は０㎡。受人従事数は１人です。資料は１ページになります。 

●●●●●から北東へ約６００ｍに位置しています。譲受人は農地の隣接

地に住居を有しており、申請地の耕作計画として野菜を予定しています。 

会長提出議案第２号及び第３号は関連がありますので、一括して説明させ

ていただきます。 

会長提出議案第２号、譲渡人、●●●●●●、●●●●●●●●、●●●



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●●●●●●●●様、譲受人、●●●●●●●●●、●●●●●●●

●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番他１筆、台帳地目、

現況地目ともに田、地積は３，２３０㎡です。 

続いて、会長提出議案第３号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受

人、●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●様、申請地、●●

●●●●●●●●●●番●他２筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積は４，

３４３㎡です。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲受人の申請事由、経営規模

の拡大です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は２８，９５６㎡、

受人従事数は３人です。資料は２から３ページになります。 

●●●●●●●から北へ約１．３kmに位置しています。譲受人は●●●●

●において農業経営を行っており、主にイチジクやブロッコリー、サツマイ

モの生産をしています。このたび、売りに出ていた本申請地及び関連する土

地を活用し、牧場経営や６次産業などの事業経営を考え、申請に至っており

ます。申請地の耕作計画として牧草を予定しています。 

会長提出議案第４号、譲渡人、●●●、●●●様、譲受人、●●●●●●

●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●番●です。台帳地目、

現況地目ともに田、地積は４９２㎡です。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲

受人の申請事由、新規就農です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面

積は０㎡、受人従事数は１人です。資料は４ページになります。 

●●●●●から西へ約５０ｍに位置しています。譲受人は申請地から南東

約１００ｍに位置する譲渡人所有の空き家を購入し居住予定であり、申請地

の耕作計画として水稲の栽培を予定しています。 

会長提出議案第５号、譲渡人、●●、●●●●様、譲受人、●●、●●●

●様。申請地、●●●●●●●●番です。台帳地目、現況地目ともに田、地

積は５８８㎡です。譲渡人の申請事由、労働力不足、譲受人の申請事由、経

営規模の拡大です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は８，８９

０㎡、受人従事数は１人です。資料は５ページになります。 

●●●●●●●●●●から西へ約３００ｍに位置しています。申請地の耕

作計画として水稲及びミカンの栽培を予定しています。 

会長提出議案第６号、譲渡人、●●、●●●●様、譲受人、●●、●●●

●様。申請地、●●●●●●●●番●です。台帳地目、現況地目ともに畑、

地積は３２１㎡です。譲渡人の申請事由、相手方の要望、譲受人の申請事由、

新規就農です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従

事数は１人です。資料は６ページになります。 

●●●●●から西へ約５０ｍに位置しています。譲受人は農地の隣接地に

居住しており、申請地の耕作計画として野菜を予定しています。 

会長提出議案第７号、譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●

●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番●です。台帳地目、現況

地目ともに畑、地積は２，２０６㎡です。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲

受人の申請事由、新規就農です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面

積は０㎡、受人従事数は２人です。資料は７ページになります。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

●●●●●から北西へ約１．２kmに位置しています。譲受人は●●●●●

に居住しており、本市において栗の栽培希望があり、申請に至りました。申

請地の耕作計画として栗を予定しています。 

会長提出議案第８号、譲渡人、●●、●●●様、譲受人、●●、●●●様、

申請地、●●●●●●●●●●番●です。台帳地目、現況地目ともに田、地

積は５８４㎡です。譲渡人の申請事由、相手方の要望、譲受人の申請事由、

経営規模の拡大です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は７，２

９５㎡、受人従事数は１人です。資料は８ページになります。 

●●●●●から南へ約１００ｍに位置しています。申請地の耕作計画とし

て水稲を予定しています。 

会長提出議案第９号、譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●

●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●です。

台帳地目、現況地目ともに田、地積は７４０㎡です。譲渡人の申請事由、労

働力不足、譲受人の申請事由、経営規模の拡大です。権利は所有権の移転を

伴うもので、経営面積は４，７１４㎡、受人従事数は２人です。資料は９ペ

ージになります。 

●●●●●●●●●●から南へ約４００ｍに位置しています。申請地の耕

作計画としてレモンを予定しています。 

会長提出議案第１０号、譲渡人、●●●、●●●●様、譲受人、●●●、

●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●●番●です。台帳地目、

現況地目ともに田、地積は７０６㎡です。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲

受人の申請事由、新規就農です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面

積は０㎡、受人従事数は１人です。資料は１０ページになります。 

●●●●●●●●●●から南東へ約１．２kmに位置しています。譲受人は

譲渡人が所有する近くの住居を購入し居住予定であり、申請地の耕作計画と

して水稲及び野菜を予定しています。 

会長提出議案第１１号、譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、●●●

●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●番●です。台帳地

目、現況地目ともに田、地積は９３８㎡です。譲渡人の申請事由、経営縮小、

譲受人の申請事由、経営規模の拡大です。権利は所有権の移転を伴うもので、

経営面積は５，３８９㎡、受人従事数は２人です。資料は１１ページになり

ます。 

●●●●●から南西へ約５００ｍに位置しています。譲受人は農地の隣接

地に住居を有しており、申請地の耕作計画として野菜を予定しております。 

以上となります。 

 

事務局の説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、●

●地区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の

報告をお願いします。 

まず、●●地区からお願いします。 

 



  

松岡浩二委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

林文夫委員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

藤井修委員 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

十川隆行委員 

 

 

 

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

会長提出議案第１号について報告します。１月１５日に農業委員と推進委

員の全員で確認に行きました。この畑は隣接した土地に住んでいる方が購入

されるということで問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

続いて、２号、３号ですが、先ほど新規就農ということで面接したんです

けど、この●●●●●●●●●●さん、●●歳の若者でしたが、本当に、●

●●●●●●●●●●●●●を再建しようという夢をすごく持たれていて、

実際に今年度中に何らかの形にしたいということで、一生懸命しゃべってい

ただきました。●●●のほうへそういう形で就農していただけるということ

はありがたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたらと思います。 

続いて、第４号議案なんですが、これも空き家になったところを購入して、

その近隣の農地を買うということで、これも問題ないと思いますので、よろ

しくお願いします。 

以上です。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第５号議案ですけども、先ほど１８条６項の通知にありました農地で、売

買されたということで、現地を確認しましたけど、問題ないと思います。 

同じく第６号ですけども、これも現地を確認しましたけども、畑でありま

したが売られるということなので、問題ないと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

続いて、お願いします。 

 

７号議案ですが、１７日に現地確認に行きました。それで、畑ですけども、

若干、２、３割、ちょっと笹が繁茂しとったんですけども、機械でやれば、

畑に耕作できるようになるとは思います。それ以外は特に問題ないと思いま

す。 

それから、８号については、きれいに耕うんされている田で、特に見た目

ではもう全然問題ないということで、よろしくお願いします。以上です。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第９号議案の●●さんが買っとる土地ですけど、問題ないかと思います。 

第１０号についても、これも親戚というお話なので問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

１１号議案については、非常にきれいに耕うんされていまして、野菜を作

るということで、別段問題ないかと思います。よろしくお願いします。 



  

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第１１号につきまし

て質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

では、ないようですので、議案第１号から第１１号につきましてお諮りし

ます。議案第１号から第１１号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第１１号を原案のとおり認めることと致しま

す。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第１２号

から第１５号までを議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

それでは、会長提出議案第１２号から第１５号の非農地証明願いについて

説明します。 

今回の非農地証明案件は４件です。対象農地は６筆で、合計面積は１，５

９７㎡です。 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第１２号、申請人、●●●、●●●●様、申請地、●●●●

●●●番●他１筆です。台帳地目畑、現況地目、山林で、地積は６６３㎡で

す。申請理由は、平成１２年頃から耕作を放棄し、その後、隣接地の山林と

一体化したためです。資料は１２ページから１３ページをご覧ください。●

●●●●●、●●●●●●●●●●●●から西へ約８００ｍに位置しており

ます。 

会長提出議案第１３号、申請人、●●●●●、●●●●様、申請地、●●

●●●●●●●●●●番●です。台帳地目田、現況地目、雑種地で、地積は

４２㎡です。申請理由は、昭和５７年頃の市道の拡幅工事により農地が狭小

となり、耕作不適となったためであり、現在は車両置場としてアスファルト

舗装をしております。資料は１４ぺージから１５ページをご覧ください。●

●●●●から南東へ約７００ｍに位置しております。 

会長提出議案第１４号、申請人、●●●●●●、●●●●様、申請地、●

●●●●●●●●番●です。台帳地目田、現況地目、雑種地、地積は３０㎡

です。申請理由は、昭和４２年頃から、農地が狭小となり耕作不適により耕

作を放棄しているためです。資料は１６ぺージから１７ページをご覧くださ

い。●●●●●から北東約７００ｍに位置しております。 

会長提出議案第１５号、申請人、●●●●、●●●様、申請地、●●●●

●●●番●です。台帳地目畑、現況地目、山林、地積は８６２㎡です。申請
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議長（会長） 

 

戸田修治委員 
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全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

理由は、平成２４年頃に自宅を焼失して以降、耕作を放棄し、山林化したた

めです。資料は１８ページから２０ページをご覧ください。●●●●●から

北東約１．６kmに位置しております。以上となります。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いしま

す。 

●●地区から報告をお願いします。 

 

第１２号、現地、先週確認致しました。もう完全に山林化しておりまして、

もうとてもじゃないけど畑に戻すことはもうほとんど不可能ということを

判断致しました。 

以上です。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

１３号議案、１４号議案ともに非常に狭いところで、もうこれは畑として

は使えないので、非農地、止むなしと思います。 

それから、１５号については、●●の峠を上がったところの山奥の端の家

ですので、これも山林化しょうがないというようなところでございます。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１２号から第１５号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１２号から第１５号につきましてお諮りしま

す。議案第１２号から第１５号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号から第１５号を原案のとおり認めることと致しま

す。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１６号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

今月の４条の案件は１件ございまして、面積にして２３３㎡、２筆です。

議案書４ページからでございます。 

会長提出議案第１６号についてご説明します。申請人、●●●●●●、●

●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●他１筆、台帳地目畑、現



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

松岡浩二委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

況地目、宅地、地積２３３㎡。転用目的、宅地拡張。工事着完予定年月日、

平成１３年１月１日から令和９年１月３１日。農地区分、第２種農地。無断

転用是正の上、新たに農業用倉庫を新設する申請案件です。資料は２１から

２３ページで、位置図を２１ページに掲載しています。 

申請地は、●●●●●●●の北東約１．２kmに位置しております。申請地

は、平成１３年頃に納屋やカーポートを設置する目的で転用許可を受けずに

造成していたものであり、無断転用を解消するため、また、敷地内に農業用

倉庫を新たに設置したい意向があったため、転用申請に至りました。地元土

地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付さ

れ、反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えており

ます。以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区

の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

第１６号ですが、１月１５日に現地確認に行きました。これ無断転用の是

正案件ですので、特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１６号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１６号につきましてお諮りします。議案第１６

号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１６号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致

します。 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１７号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

今月の５条の案件は１件ございまして、面積にして４３８㎡、１筆です。

議案書５ページからでございます。 

会長提出議案第１７号についてご説明します。譲渡人、●●●、●●●●

様、譲受人、●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、台

帳地目、現況地目ともに田、地積４３８㎡。転用目的、農家住宅。工事着完

予定年月日、令和８年３月１日から令和８年１２月２５日。権利、所有権移

転売買、農地区分、第２種農地。資料は２４から２５ページで、位置図を２



  

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

戸田修治委員 

 

 

事務局 

 

戸田修治委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

４ページに掲載しています。 

申請地は、●●●●●の南東約９００ｍに位置しております。譲受人は現

在住居を賃借りしており、また、部屋が手狭となってきており、新たに祖父

と居住する住居を建築したく、転用申請に至りました。地元土地改良区をは

じめ、水利組合の同意も得ております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区の

関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

１７号議案については、これ前回、同じ田んぼの申請が出とったんですか

ね。 

 

前回、３条の申請で、農地の所有権移転の申請が出ていました。 

 

一緒に出したらよかったようなものの、今度は宅地いうことで、別段問題

ないと思います。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１７号につきまして質疑等が

ありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、第１７号についてお諮りします。議案第１７号につい

て異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１７号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致

します。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第１８号を議題とし、上程致します。なお、今月の議案で、議案書の整理

番号４０番から５２番が●●委員、１００番が●の除斥対象議案になります

ので、後で別審議と致します。 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第１８号についてご説明致します。議案書６ページから１１

ページをご覧ください。 

農地の貸し借りについて、委員さん案件を除いた８６件についてご説明い

たします。 

貸付先は、個人６６件、法人２０件となっております。設定する権利の種
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代理者） 

 

 

議長（会長職務

代理者） 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長（会長職務

代理者） 

類は、使用貸借権８２件、賃借権４件で、賃借権４件の内訳は、５，０００

円が４件となります。期間は、５年が１件、６年が１９件、９年４か月が１

件、１０年が６５件となっております。 

利用内容については、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物、果樹の作付とな

っております。地域計画の区域については、●●地区９件、●●地区１件、

●●地区４件、●●地区７件、●●地区２０件、●●地区１件、●●地区２

１件、●●地区５件、●●地区１８件となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては件

数が多く、時間もかかりそうですので、一括して質疑に入ります。質疑等が

ある場合は整理番号を指定の上、ご発言ください。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号４０番から５２番、１００番を除く議案第１

８号について原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号４０番から５２番、１００番を除く議案第１

８号について原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、●●委員の関係議案である議案書の整理番号４０番から５２

番、●の関係議案である１００番の審議に入りますので、議事進行を職務代

理にお願いします。 

 

それでは、●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員 退席） 

 

それでは、事務局からの説明をよろしくお願いします。 

 

会長提出議案第１８号についての委員さんの案件は１４件で、権利の種類

は、使用貸借権が１３件、賃借権が１件となっており、５，０００円の賃借

料となっております。期間は１０年が１４件となっております。利用内容に

ついては、水稲、麦、露地野菜となっております。地域計画の区域は、●●

地区５件、●●地区８件、●●地区１件となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑応答をお願いします。 
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「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案どおり可決してもよろしいですか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

原案どおり認めることとします。 

では、原案どおり承認致しましたので、退席されている●●委員、●●委

員の再入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員 着席） 

 

続いて、日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第１

９号を議題と致します。 

本議案は●の関係案件でありますので、議事進行を職務代理にお願いしま

す。 

 

●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員 退席） 

 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

会長提出議案第１９号について説明させていただきます。 

申請者は●●●●さんです。 

住所はさぬき市●●●●●●●●●●●番地、生年月日は昭和●●年●月

●日です。 

別紙の経営改善計画を参照してください。 

①農業経営体の営農活動の現状及び目標の（１）営農類型としましては、

稲作になります。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標としまして、（１）生産につ

いて、水稲の作付面積の現状は７８０ａで生産量３５，１００kgですが、５

年後の作付面積９８０aで生産量を４４，１００kgに増やします。ＷＣＳの

作付面積の現状は２５０a で生産量は１４６ロールですが、５年後の作付面

積は２８０aで生産量を１６０ロールに増やします。 

（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業につきましては、作

業受託の売上の現状が３０万円ですが、５年後５０万円を目指します。 

（３）農用地及び農業生産施設につきましては、ア）の農用地で、所有地

の田の現状が１７０ａですが、５年後２３０ａに増やします。畑の現状は２

６ａですが、５年後変更はありません。借入地で、所有地の田の現状が８７

０ａですが、５年後１，０７０a に増やします。畑の現状は１３ａですが、
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５年後変更はありません。 

今後の取組としまして、農地機構を通じて農地の集積を行い、水稲、ＷＣ

Ｓの規模拡大を図ります。地域農業の維持のため作業受託にも力を入れてい

きます。現状の年間所得３６０万円のところ、５年後４１０万円を目指しま

す。経験も実績もある農業者ですので、継続認定についてのご審議をよろし

くお願いします。 

以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。 

本案件については●●地区の関係案件でありますので、地区代表からの補

足事項を求めます。 

 

問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１９号について質疑等はあり

ませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１９号についてお諮り致します。 

異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

ないようですので、原案のとおり承認いたします。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員 着席） 

 

続いて、日程第８ 地域計画変更申出について、農業経営基盤促進法に基

づき農業委員会等への意見聴取を実施することとなっております。 

それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

地域計画変更申出についてご説明させていただきます。 

今月の地域計画の変更申出は２件です。 

それでは、個別にご説明します。参考となる資料は一覧表の次のページか

ら１ページずつつけておりますので、適宜ご参照のほどよろしくお願いしま

す。 

申出番号１、資料１ページをご覧ください。申請人、●●、●●●●様、

●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●番●、地積６６２㎡のう

ち４９９㎡。転用目的、分家住宅。申請地と土地利用計画は記載のとおりと
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議長（会長） 

 

農地機構 

 

議長（会長） 

 

 

なっております。 

申出番号２は申出番号１の申請人に関連する無断転用の是正の案件にな

ります。申出番号２、資料２ページをご覧ください。申請人、●●、●●●

●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、地積７７３㎡のうち４０２㎡。

転用目的、宅地拡張。申請地と土地利用計画は記載のとおりとなっておりま

す。 

以上です。 

 

事務局の説明が終了致しました。日程第８ 地域計画変更申出について質

疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、日程第８ 地域計画変更申出についてお諮り致しま

す。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、日程第８ 地域計画変更申出について原案のとおり認めること

と致します。 

続いて、日程第９ その他で、事務局から何かありましたらご報告をお願

いします。 

 

事務局より、次回の定例会ですけども、２月２０日金曜日１時半より、こ

こで行いますので、よろしくお願い致します。以上です。 

 

農地集積専門員から何かございますか。 

 

ございません。 

 

以上をもちまして、令和８年１月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なる審議を頂き、お礼を申し上げます。 

 

（ ２時１１分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１４名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・地域計画変更申出について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    ４番 

 

 

 

署名委員    ５番 

 

 

 


